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  男性職員の育児休業等の取得促進に向けた取組の一層の推進について 

 

地方公務員の男性の育児休業等の取得の推進については、「男性職員の育児休業等の取

得促進に向けた取組の一層の推進について」（令和６年 12 月 26 日総行公第 110 号・総行

女第 36号）等により、かねてより積極的な取組を助言しているところです。 

令和５年 12 月 22 日に閣議決定された「こども未来戦略」においては、国・地方の公務

員（一般職・一般行政部門常勤）に係る男性の育児休業取得率の政府目標として、2025年

までに１週間以上の取得率を 85％、2030 年までに２週間以上の取得率を 85％に引き上げ

ることとされました。 

また、今般閣議決定された第６次男女共同参画基本計画（令和８年３月 13 日閣議決定）

においては、地方公務員の「男性職員が子の出生後１年以内に育児に伴う休暇・休業を１

か月以上取得できるよう職員に対して周知した地方公共団体の割合」を毎年度 100％とす

る成果目標が設定されたところです。 

男性が育児のために一定期間、休暇や休業を取得することは、本人にとって子育てに能

動的に関わる契機として重要であるとともに、組織にとっても、多様な人材を活かすマネ

ジメント力の向上や子育てに理解ある職場風土の形成等の観点から重要となります。また、

男性育休の取得促進は共働き・共育てを定着させていくための第一歩となること、「男性

育休は当たり前」になる社会の実現に向けて官民一体となって取り組むこととされている

ことから、公務員が率先して、上記の高い目標に向けて育児休業の取得に取り組むことが

求められています。 

さらに、厚生労働省が昨年７月に公表した「若年層における仕事と育児の両立に関する意

識調査」の結果（速報値）によれば、若年社会人の73.9％（男性66.6％、女性80.8％）が育

児休業の取得意向があり、取得意向がある若年社会人の82.1％（男性70.0％、女性91.7％）

が１ヶ月以上の育児休業取得を希望しているほか、学生の73.3％が、新卒で入社する会社を

選ぶ際に「仕事（キャリア）とプライベートの両立」を意識していると回答しています。公

務職場の魅力向上や有為な人材の確保の観点からも、育児休業等の取得促進を含め、男女と

もに誰もが希望に応じて仕事と子育てを両立できる職場環境の整備が不可欠です。令和６年

度の地方公務員の男性の育児休業取得率については「「令和６年度地方公共団体の勤務条件

等に関する調査」の結果等を踏まえた地方公共団体における勤務環境の整備・改善等につい
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て（通知）」（令和７年12月25日総行公第127号・総行安第59号）のとおり、一般行政部門に

あっては75.0％（対前年度比＋8.6％）、全体としては58.5％（対前年度比＋10.9％）とな

っており、令和５年度から大きく増加しています。 

一方、一般行政部門の男性の１週間以上の取得率は 73.4％となっており、2025 年までの

政府目標（85％）と比べ、依然として低い数値となっています。また、一般行政部門の男性

の２週間以上の取得率は 70.1％となっており、2030 年までの政府目標（85％）と比べ、さ

らに開きがあります（調査結果は別紙１のとおり）。 

今回の調査結果も踏まえ、男性職員の育児休業等の取得促進に向けた取組を更に推進して

いただくに当たって留意いただきたい事項は下記のとおりですので、引き続き、全ての地方

公務員の男性が子育て等に参画できる環境整備に、より一層、計画的に取り組んでいただく

ようお願いいたします。 

その際、本年度が第５次男女共同参画基本計画（令和２年 12月 25日閣議決定）の最終年

度であり、また、「こども未来戦略」において定められた目標値（2025年までに１週間以上

の取得率 85％）の集計に係る最終年度であるとの認識を前提として、これまで各地方公共

団体において実施してきた取組やその効果について点検・検証するとともに、その結果や各

団体の実情も踏まえ、第６次男女共同参画基本計画や「こども未来戦略」（2030年までに２

週間以上の取得率 85％）に基づく取組を進めていただきますようお願いいたします。 

各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市区町村長に対してもこれらを周知してい

ただくほか、各市区町村においてもより積極的な取組が行われるよう助言をお願いいたしま

す。 

なお、本通知については地域の元気創造プラットフォームにおける調査・照会システムを

通じて、各市区町村に対して情報提供を行っていることを申し添えます。 

本通知は、地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）第 59条（技術的助言）及び地方自治

法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４（技術的な助言）に基づくものです。 

 

記 

 

１ 国家公務員における取組と同程度の取組の実施 

国家公務員においては、「国家公務員の男性職員による育児に伴う休暇・休業の取得促

進に関する方針」（令和元年 12月 27日女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会

決定）に基づき、令和２年度より、子供が生まれた全ての男性職員が１か月以上を目途に

育児に伴う休暇・休業を取得できることを目指して取組を進めており、第６次男女共同参

画基本計画においては、「国家公務員の男性の育児のための休暇・休業取得率」について

「全員を目標としつつ、概ね 10 割（子の出生後１年以内に１か月以上）」という成果目

標が設定されている。男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得を促進するための取組の要

点は次のとおりとなっている。 
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（参考）国家公務員における取組 

① 幹部職員は子供が生まれた全ての男性職員の育児に伴う休暇・休業１か月以上取

得を目指す方針や目標の明確化を行う。【取得方針・目標の明確化】 

② 管理職員及び人事担当課において、常日頃より職員からの相談を受けやすい雰囲

気の醸成に努めるとともに、個人のプライバシーに配慮しつつ、適切な機会・手段

を通じて子の出生が見込まれる男性職員を確実に把握する。 

【男性職員の確実な把握】 

③ 人事担当課において、制度・運用についての質問や相談を受け付ける窓口を設置

する。【質問・相談窓口の設置】 

④ 管理職員が対象職員に対して、育児に伴う休暇・休業の合計１か月以上の取得を

推奨した上で、対象職員の意向に基づき、取得計画を作成する。【取得計画の作成】 

⑤ 対象職員が育児に伴う休暇・休業を取得できるよう、管理職員があらかじめ体制

の準備や業務分担の見直し等、業務面における環境整備を行う。 

【業務面での環境整備】 

⑥ 育児に伴う休暇・休業の取得促進に係る取組について、幹部職員・管理職員・人

事担当課の職員等の人事評価に反映する。【人事評価への反映】 

 

これらの取得促進の取組の中でも、幹部職員による「休暇・休業の取得方針・目標の明

確化」及び管理職員による「対象職員の意向に基づく取得計画の作成」は取得促進に資す

る重要な取組であり、取組状況が低調であることが低水準の取得率につながるものと考え

られる。これらを含め、男性職員の育児休業等のより一層の取得促進に向けて、国家公務

員における取組と同程度の取組の実施について、積極的な検討をお願いする。 

 

２ 地方公共団体間の取組の差について 

地方公務員の男性の育児休業取得率は過去最高となったものの、団体区分別では都道府

県で特に低水準となっている。他方、個別の地方公共団体の取得率は、必ずしも団体区分

や団体規模に一定の傾向があるものではなく、地方公共団体間で大きな差がある状況であ

る。 

このような中、男性の育児休業取得率が高い地方公共団体においては、首長の強力なリ

ーダーシップの下で、取得目標の明確化、職員への意識啓発、職員の取得計画に上司であ

る管理職が協力するなどの取組が積極的かつ着実に行われているところである。 

なお一層の取得率向上や政府目標の達成に向けて、また、公務を支える有為な人材に選

ばれ、働き続けてもらう職場となるためにも、先進団体のみならず、全ての地方公共団体

において、首長のリーダーシップの下、取得率の向上を図ることが重要である。 

男性の育児休業取得率の向上につながっている取組事例については、これまでの通知や

「男性育休の取得促進に関する事例集」（※）においてまとめているほか、事例集に掲載し

ている団体が実際に使用している資料等を総務省ホームページにも掲載している。これら

の資料も参考に、男性職員の育児休業等の取得促進に資する取組の実施について、なお一

層の積極的な検討をお願いする。 
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３ 男性職員の育児休業取得率等の数値目標設定について 

地方公務員の男性の育児休業取得率は過去最高となったものの、「こども未来戦略」に

おける政府目標にはまだ及ばない状況にある。また、新たに第６次男女共同参画基本計画

において、「地方公務員の男性が子の出生後１年以内に育児に伴う休暇・休業を１か月以

上取得できるよう職員に対して周知した地方公共団体の割合」を毎年度100％とする成果

目標が設定された。 

これらを踏まえ、男性職員の育児休業等の取得促進に係る数値目標を設定していない団

体においては、「こども未来戦略」において 2030年までに２週間以上の取得率を 85％に

引き上げることとされていることを踏まえ、上記の国家公務員の成果目標や目標の明確化

の取組も参考に、組織として男性職員の育児休業等の取得促進に係る数値目標を設定し、

幹部職員・管理職員等を含めた全ての職員に周知徹底するようお願いする。加えて、既に

数値目標を設定している団体においては、政府目標を踏まえた新たな目標設定や、取得期

間に係る目標の設定についても、積極的な検討をお願いする。 

 

４ その他 

「勤務条件等に関する調査の附帯調査について（照会）」（令和７年10月８日総行公第

108号）により、育児・子育てに関する休暇・休業制度の制定状況について調査を行った

ところ、全団体の約１割の団体において、育児・子育てに関する独自の休暇を創設するな

ど、地域の実情に応じた取組が見受けられた。これらは、仕事と子育てを両立できる職場

環境の整備に資するものであるといえる（調査結果は別紙２のとおり）。 

なお、地方公共団体で特別休暇を独自に措置する場合には、「「令和４年度地方公共団

体の勤務条件等に関する調査」の結果等を踏まえた地方公共団体における勤務環境の整備

・改善等について（通知）」（令和５年12月25日総行公第138号・総行安第58号）において

示した、国家公務員における特別休暇の考え方を踏まえてその必要性及び相当性を判断す

るとともに、地方公務員法第24条第５項に基づく勤務条件条例主義に即し、議会における

審議等を通じて住民の理解を得るべきものであることに留意する必要がある。 

 

※【男性職員の育児休業の取得促進に資する取組事例に係るこれまでの通知】 

・「男性職員の育児休業等の取得促進に向けた更なる取組について」（令和３年１月 25日

総行女第５号） 

・「男性職員の育児休業等の取得促進に向けた取組の一層の推進について」（令和３年 12

月 24日総行公第 151号・総行女第 51号） 

・「男性職員の育児休業等の取得促進に向けた取組の着実な推進について」（令和４年 12

月 26日総行公第 153号・総行女第 33号） 

・「男性職員の育児休業取得率が着実に上昇している団体の取組事例の提供について」（令

和５年 10月 20日総行女第 25号・総行給第 60号） 

・「「男性育休の取得促進に関する事例集」の送付及び男性職員の育児休業等の取得促進

に向けた取組の積極的な推進について」（令和６年５月 17日総行女第 13号・総行給第

42号） 
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【連絡先】 総務省自治行政局公務員部 

公務員課  藤井、加藤、池上 

         TEL:03-5253-5544 

女性活躍・人材活用推進室  加藤、小牧

       TEL:03-5253-5546 



地方公務員における働き方改革に係る状況
～令和６年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果の概要（抜粋）～

別紙１

1

駿 加藤
長方形
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都道府県 指定都市 市区町村 合計

0 0 5 5

47 20 1,699 1,766

0 0 17 17

2 1 23 26

45 19 1,679 1,743

0 0 19 19

42 17 378 437

5 3 1,315 1,323

0 0 28 28

40 14 445 499

7 6 1,263 1,276

0 0 13 13

35 17 370 422

12 3 1,313 1,328

0 0 38 38

46 20 878 944

1 0 826 827

0 0 17 17

国家公務員における制度概要等 選択肢

育児・子育てに関する休暇・休業制度の制定状況に関する調査結果について
＜出典＞

令和６年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査の附帯調査（令和７年10月１日時点）

＜対象団体＞

　都道府県（47団体）、指定都市（20団体）及びその他の市区町村（1721団体。以下「市区町村」という。）

１　令和７年10月１日以降の育児・子育てに関する以下の各制度の状況について
単位：団体

イ

○育児時間【無給】 ※地方公務員における「育児部分休業」

対象：未就学児を養育する職員

内容：１日につき２時間の範囲で勤務しない、または1年につき10

日相当の勤務時間の範囲で勤務しないことができる

※参考

国家公務員の育児休業等に関する法律第26条相当

人事院規則19ｰ0第28条～第31条の２相当

国家公務員を上回る制度（※）

国家公務員と同等の制度

該当する制度が存在しない

ア

○育児休業【無給】

対象：３歳の誕生日の前日までの子を養育する職員

内容：子を養育するため休業することができ、原則として同一の子につ

いて２回まで取得が可能

※参考

国家公務員の育児休業等に関する法律第３条～第11条相当

人事院規則19ｰ0第３条～第16条相当

国家公務員を上回る制度（※）

国家公務員と同等の制度

該当する制度が存在しない

ウ

○保育時間【有給】　※地方公務員における「育児時間休暇」

対象：生後１年未満の子を養育する職員

内容：１日２回それぞれ30分以内で勤務しないことができる

※参考

人事院規則15ｰ14第22条第１項第8号相当

人事院規則15ｰ15第４条第２項第1号相当

国家公務員を上回る制度（※）

国家公務員と同等の制度

該当する制度が存在しない

エ

○配偶者出産休暇【有給】

対象：配偶者の出産に係る入院等の日から出産の日後２週間まで

の間における男性職員

内容：配偶者の出産に係る入退院の付添い、出産時の付添い、出

産に係る入院中の世話などのため、２日の範囲内での休暇を付与

※参考

人事院規則15ｰ14第22条第１項第９号相当

人事院規則15ｰ15第４条第１項第12号

国家公務員を上回る制度（※）

国家公務員と同等の制度

該当する制度が存在しない

カ

○子の看護等休暇【有給】

対象：小学校３年生までの子を養育する職員

内容：負傷、疾病にかかった子の世話、予防接種・健康診断を受け

させること、感染症による学級閉鎖や出席停止等に伴う子の世話又

は入園、卒園若しくは入学の式典その他これに準ずる式典へ参加する

ため、年5日（子が2人以上の場合は10日）以内の休暇を付与

※参考

人事院規則15ｰ14第22条第１項第11号相当

人事院規則15ｰ15第４条第２項第２号相当

国家公務員を上回る制度（※）

国家公務員と同等の制度

該当する制度が存在しない

オ

○育児参加のための休暇【有給】

対象：妻の出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合は14週間）

前から出産の日以後１年までの間における男性職員

内容：配偶者が出産する場合に出産に係る子又は小学校就学の始

期に達するまでの子を養育するため、５日の範囲内での休暇を付与

※参考

人事院規則15ｰ14第22条第１項第10号相当

人事院規則15ｰ15第４条第１項第13号相当

国家公務員を上回る制度（※）

国家公務員と同等の制度

該当する制度が存在しない

別紙２
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２　１に掲げる休暇・休業制度以外の育児・子育てに関する独自の休暇・休業制度の制定状況について

都道府県 指定都市 市区町村 合計

23 11 150 184

24 9 1,571 1,604

※「制度あり」と回答した団体の独自制度の例

※「国家公務員を上回る制度」の主な内容

制度 内容

ア 育児休業【無給】
・取得可能回数が、国家公務員（原則として同一の子について２回）よりも多い。

（例：３～４回まで取得可能等）

ウ 保育時間【有給】 ※地方公務員における「育児時間休暇」

・取得可能時間が、国家公務員（１日２回、１回あたり30分以内）よりも長い。

（例：１日２回、１回あたり45分・60分・90分以内で勤務しないことができる等）

・取得可能となる子の範囲が、国家公務員（生後１年未満の子）よりも広い。

（例：１歳６か月や３歳までの子を養育する職員を対象とする等）

エ 配偶者出産休暇【有給】

・取得可能日数が、国家公務員（２日間の範囲内）よりも多い。

（例：３～７日間の範囲内で取得可能等）

・取得対象期間が、国家公務員（配偶者の出産に係る入院等の日から出産の日後２週間）よりも長い。

（例：入院前から取得可能、産後１か月後まで取得可能等）

イ 育児時間【無給】　※地方公務員における「育児部分休業」
・取得可能となる子の範囲が、国家公務員（未就学児）よりも広い。

（例：小学３年生までの子を養育する職員を対象とする等）

オ 育児参加のための休暇【有給】

・取得対象期間が、国家公務員（妻の出産予定日の６週間前から出産の日以後１年までの間）よりも長い。

（例：出産予定日の８週間前から取得可能等）

・取得可能となる子の範囲が、国家公務員（配偶者の出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子）よりも広い。

（例：自身の子のみならず、孫を養育する職員を対象とする等）

内容

〇子育て・妊娠・出産関連休暇

・産後家族看護等休暇：出産の日から産後１月を経過するまでの間に男性職員へ付与する配偶者の出産後の世話等のための休暇（15日以内・有給）

・新生児育児参加休暇：出産の日から産後８週までの間に男性職員へ付与する出産に係る子の養育のための休暇（15日以内・有給）

・つわり休暇：母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の職員が、妊娠に伴うつわり等の障害により、勤務することが困難と認められる場合の休暇（１回の妊娠につき14日以内）

・学校行事休暇：三者面談等の、子を養育する職員の出席が必要とされる一斉に行われる行事のほか、入学式、卒業式、運動会、授業参観等に参加するための休暇（子一人につき２日/年・有給）

・子の迎えのための休暇：放課後児童クラブへの迎えのため、小学校３年生までの子を養育する職員が、勤務時間の終わりに取得することができる休暇（２時間/１日以内・無給）。

・障害等のある子を養育する職員のための職務専念義務免除：障害等を有することで支援を必要とする子が、常時又は定期に、看病又は学校の送迎等の見守りを要することを、医師の診断によって証明でき、かつ

他の者にその看病又は見守りを依頼することができない職員を対象とした職専免（子が満18歳に達するまで、15分単位で２時間/１日以内）。

〇"孫"関連休暇

・孫の看護休暇：中学校就学前の孫を看護（病院への通院、自宅での看病、予防接種等）する場合に取得可能な休暇（５日以内/年）

・孫の出産補助休暇：子もしくは子の妻の出産に伴う入院の日から出産の日後2週間を経過するまでの期間に取得可能な休暇（３日の範囲内）

カ 子の看護等休暇【有給】

・取得可能となる子の範囲が、国家公務員（小学校３年生までの子）よりも広い。

（例：中学校就学前まで、義務教育終了までの子を養育する職員を対象とする等）

・取得可能日数が、国家公務員（年５日間以内）よりも多い。

（例：年６～７日間以内で取得可能等）

単位：団体

選択肢

制度あり（※）

制度なし
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